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第３次山形村土地利用計画 

 

１ 計画の目的 

  第３次山形村土地利用計画は、農用地のスプロール化や土地の用途混在を

防ぎ、生活環境と生産環境の調和を進め、村土の均衡ある発展を図ることを

目的とします。 

 

２ 改定趣旨 

  第２次山形村土地利用計画の計画期間が平成２７年度で終了するため、新

たに土地利用計画を定め、これを第３次山形村土地利用計画とします。 

 

３ 計画期間 

  第３次山形村土地利用計画の計画期間は、平成２８年度から平成３７年度

までの１０年間とします。 

 

４ 計画の見直し時期 

  土地を公共の福祉の用に供する場合や真にやむを得ない合理的な理由があ

るときは、必要に応じて第３次山形村土地利用計画の見直しができるものと

します。 

 

５ 用途区域 

  第３次山形村土地利用計画の用途区域は、住居系・公共系・業務系の三つ

の用途区域とします。（別紙：土地利用計画図） 

 

６ 計画の実効性確保 

  計画変更に関する手続きを定め、第３次山形村土地利用計画の実効性確保

を図ります。 


